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第１８回軽米町議会定例会 

 

令和 ７年 ９月 １日（月） 

午前１０時００分  開 会 

 議 事 日 程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名  

 日程第 ２ 会期の決定  

 日程第 ３ 同意案第１号  教育委員会の教育長の任命に関し同意を求めることについ  

              て 

 日程第 ４ 同意案第２号  教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて 

 日程第 ５ 議案第 １号 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例  

 日程第 ６ 議案第 ２号 財産の譲渡に関し議決を求めることについて  

 日程第 ７ 議案第 ３号 令和６年度軽米町一般会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第 ８ 議案第 ４号 令和６年度軽米町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認  

              定について  

 日程第 ９ 議案第 ５号 令和６年度軽米町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に  

              ついて 

 日程第１０ 議案第 ６号 令和６年度軽米町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

              認定について  

 日程第１１ 議案第 ７号 令和６年度軽米町水道事業会計決算の認定について 

 日程第１２ 議案第 ８号 令和６年度軽米町下水道事業会計決算の認定について  

 日程第１３ 議案第 ９号 令和７年度軽米町一般会計補正予算（第３号）  

 日程第１４  議案第１０号 令和７年度軽米町水道事業会計補正予算（第２号）  

 日程第１５ 議案第１１号 令和７年度軽米町下水道事業会計補正予算（第２号）  
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〇出席議員（１０名） 

   １番 田 中 祐 典 君       ３番 上 山   誠 君 

   ４番 西 舘 徳 松 君       ５番 江刺家 静 子 君 

   ６番 中 村 正 志 君       ７番 田 村 せ つ 君 

   ８番 茶 屋   隆 君      １０番 細谷地 多 門 君 

  １１番 本 田 秀 一 君      １２番 松 浦 満 雄 君 

 

〇欠席議員（２名） 

   ２番 甲 斐 鉦 康 君       ９番 大 村   税 君 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名  

      町            長      山 本 賢 一 君 

      副 町 長      江刺家 雅 弘 君 

      総 務 課 長      日 山 一 則 君 

      政 策 推 進 課 長      野 中 孝 博 君 

      政 策 推 進 課 主 幹      鶴 飼 義 信 君 

      会計管理者兼税務会計課長      寺 地 隆 之 君 

      税 務 会 計 課 主 幹      於 本 博 之 君 

      町 民 生 活 課 長      輪 達 ひろか 君 

      健 康 福 祉 課 長      竹 澤 泰 司 君 

      健 康 福 祉 課 主 幹      日 向 安 子 君 

      産 業 振 興 課 長      輪 達 隆 志 君 

      地 域 整 備 課 長      神久保 恵 蔵 君 

      水 道 事 業 所 長      神久保 恵 蔵 君 

      教 育 委 員 会 教 育 長      久 保 智 克 君 

      教育委員会事務局教育次長      古 舘 寿 徳 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      日 山 一 則 君 

      農 業 委 員 会 会 長      笹 山 結実男 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      輪 達 隆 志 君 

      監    査    委    員      日 山   充 君 

      監 査 委 員 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

      議 会 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

      議 会 事 務 局 主 任      竹 林 亜 里 君 
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      議 会 事 務 局 主 事 補      向屋敷   苺 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開会及び開議の宣告 

〇議長（松浦満雄君） おはようございます。 

    ただいまから第１８回軽米町議会定例会を開会します。 

    ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、会議は成立しました。 

    なお、９番、大村税君から第１８回定例会の全日程を欠席する旨の届出がありま

した。また、２番、甲斐鉦康君から本日欠席する旨の届出がありました。 

    これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告 

〇議長（松浦満雄君） 本日の議事日程はあらかじめ配布したとおりであります。 

    日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

    本日付で町長から同意案２件、議案１１件及び各課の事務報告書の提出がありま

した。 

    同じく町長から８月１９日付で地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項の規定に基づく令和６年度軽米町健全化判断比率並びに同法第２２条第１項

の規定に基づく令和６年度軽米町資金不足比率についての報告がありました。 

    次に、本定例会に提出された一般質問通告は、上山誠君、田中祐典君、茶屋隆君、

田村せつ君、中村正志君、江刺家静子君の６名であります。いずれも配布してござ

いますので、朗読は省略いたします。 

    監査委員から、令和７年５月分から７月分までに関する現金出納検査結果の報告

があり、その写しを配布してございます。 

    また、教育委員会から８月２２日付で地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２６条の規定に基づく軽米町教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価報告書の提出がありました。 

    閉会中の議会の出来事につきましては、議会事務局日誌として写しを配布してご

ざいますので、ご了承願います。 

    本定例会の会期については、８月２５日午前１０時から議会運営委員会が開かれ、

その結果、会期は本日より９月１２日までの１２日間とし、同意案２件については、

本日本会議場において審議、採決することとし、議案第１号から議案第１１号まで

の議案１１件については特別委員会を設置し、これに付託して審査することで協議

が調った旨、議会運営委員長から報告がありました。 

    次に、本日までに受理した請願書２件は、配布した請願書のとおり所管の常任委

員会に付託しましたので、報告いたします。 
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    本定例会の日程及び議案の付託区分表は配布してございますので、朗読は省略し

ます。 

    これで諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎政務報告 

〇議長（松浦満雄君） 町長から政務報告の申出がありました。これを許します。 

    町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  本日ここに令和７年９月町議会定例会が開催されるに当たり、主

な政務についてご報告を申し上げます。 

    初めに、公共交通について申し上げます。当町と隣接町村を結ぶバス路線であり

ます軽米大野線並びに軽米九戸線の２路線につきましては、平成１７年度から委託

による運行を行ってきたところでありますが、本年３月に委託事業者から運転手不

足等を理由に今後の運行継続は難しい旨の連絡を受けたところであります。その後

関係町村との協議、運行事業者には運行継続の要望など協議を重ね、現在の事業者

による運行を本年度いっぱい継続いただき、令和８年４月以降につきましては代替

の運行手段を確保し対応してまいりたいと考えております。本定例会に関係する予

算を計上しておりますので、よろしくお願いをいたします。 

    音更町との姉妹締結４０周年記念事業について申し上げます。昭和６０年１０月

に北海道音更町と姉妹締結してから本年で４０年を迎えたことから、これまでも行

われてきた小学校児童による相互交流事業のほか、両町の歴史・文化を紹介する相

互資料展、かるまい文化交流センター「宇漢米館」内には姉妹締結当時の写真を中

心とした写真展などを現在行っております。 

    また、町民の交流事業については、団体交流は３団体が実施を予定しており、個

人交流ツアーは３５名の申込みをいただき、それぞれ訪問交流する予定となってお

ります。 

    このほか、音更町との共同事業として、両町の特産品を使ったスイーツづくり交

流、記念ラーメンの商品開発、小中学生によるバレーボール交流なども行われてお

ります。 

    今後も、４０周年を契機とした記念事業による人的交流等を通じて、さらなる絆

の醸成に努めてまいります。 

    ふるさと会について申し上げます。宮城県仙台市周辺には町出身者が多く居住し

ており、同市を中心とした新たなふるさと会の設立に向けて進めております。 

    現在は、町出身の宮城県在住者で趣旨に賛同いただける方、軽米高等学校同窓会、

町職員等を中心とした設立準備会を発足するための協議を進めており、今後は設立
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準備会が中心となり、賛同する方の募集を進め、本年度内を目標に宮城県でのふる

さと会が発足できるよう支援してまいります。本定例会にふるさと会設立準備に関

係する予算を計上しておりますので、よろしくお願いをいたします。 

    かるまい文化交流センターについて申し上げます。開館２周年目を迎え、多くの

皆様にご利用いただいております。東京ＴＡＭＡ交響楽団のクラシックコンサート

を皮切りに、陸上自衛隊第９音楽隊の演奏会、エフエム岩手の公開収録などのイベ

ントを開催いたしましたところ、多くの皆様にご来場いただいたところであります。 

    今後につきましても落語会、歌謡コンサートなどの開催を予定しており、多くの

皆様に楽しんでいただけるよう準備を進めてまいります。 

    また、多目的ホール以外の各施設についても、広く町民の皆様にご活用いただけ

るよう企画、検討してまいります。 

    郵便局への事務委託事業について申し上げます。閉所となりました小軽米・晴山

の両出張所で取り扱っておりました公的証明書類等の交付事務等につきましては、

６月９日に小軽米・晴山の両郵便局への事務委託が開始されてから約３か月が経過

いたしました。これまで大きな問題もなく、郵便局窓口での事務対応が順調に行わ

れているところであります。引き続き、町民の皆様の利便性が図られるよう努めて

まいります。 

    災害時における連携協定の締結について申し上げます。全国的に自然災害が頻発

する中、当町におきましても防災・減災対策に努めているところでありますが、町

が保有する防災資源には限りがあり、大規模な地震、風水害、豪雪などの災害時に

十分な対応ができない可能性があります。 

    そのため、発災前から民間事業者等との協力関係を構築し、協定に基づく物資の

供給や専門知識を持つ人員の協力をいただくことを目的として、７月８日に株式会

社ユニバース様と「災害時における物資供給に関する協定」を、また８月２０日に

は二戸歯科医師会様と「災害時の歯科医療救護に関する協定」を締結いたしました。

今後も、災害時における町民の安全と安心を確保するため、様々な団体等との連携

を進めてまいります。 

    福祉事業について申し上げます。児童クラブにつきましては、要望のありました

長期学校休業中のタクシー送迎を夏休みから開始し、９名の児童が利用しておりま

す。引き続き、保護者の負担軽減を図るとともに、児童の健全育成に努めてまいり

ます。 

    生活支援体制整備事業では、７月に高齢者等の移動支援・外出の支援についての

勉強会を開催し、１４名の方に参加いただいたほか、ボランティア交流会も開催し、

住民主体の支え合いの体制づくりを推進しております。 

    認知症施策では、認知症の方とその家族、地域住民、専門職員などが交流する「認
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知症カフェ」や「認知症本人のつどい」を実施し、そのほか昨年度に引き続き９月

の世界アルツハイマー月間に合わせ「オレンジフェスタかるまい」の開催を予定し

ており、認知症への理解を深めるための取組を行ってまいります。 

    保健事業について申し上げます。母子保健事業につきましては、８月までに終了

した５歳児教室の結果を踏まえて、親子が安心して就学を迎えることができるよう

支援してまいります。 

    ７月より新たに実施しております帯状疱疹ワクチン接種につきましては、医師会

及び各医療機関からのご協力の下、順調に行われているところでございます。 

    生活習慣病対策につきましては、６月に実施した集団健診では特定健診７３８名、

後期高齢者健診５５３名、肺がん検診１，４４３名、大腸がん検診１，２８０名、

前立腺検診４１６名の方が受診されております。現在精密検査対象の方へ医療機関

の受診勧奨を行い、がんその他の疾病の早期発見、早期治療につながる取組を実施

しております。 

    また、メタボリックシンドロームに着目した特定保健指導を８月に開始しており、

食生活の改善や運動習慣の定着について支援を継続してまいります。 

    精神保健事業につきましては、７月までに回収されたひきこもりの調査結果を基

に、専門機関と相談しながら支援内容を検討し、実施してまいります。 

    介護予防事業について申し上げます。本年度から介護保険の要支援認定を受けた

方も利用することができるよう、「はつらつデイサービス及びあったかヘルパー」

事業を見直し、自立した生活の支援を行っております。 

    また、地域住民主体の通いの場であるふれあい共食事業やいきいき百歳体操実践

地区の支援を引き続き行ってまいります。 

    農林振興事業について申し上げます。高温と水不足により農作物の生育への影響

が懸念されるところでありますが、水稲につきましては、生育は平年より早く進ん

でおり、出穂期の水不足による不稔が心配されましたが、大きな影響はなく、全般

的にはおおむね順調に推移しております。 

    その他の作物につきましては、青果物、野菜の一部品目については、少雨による

影響から昨年と比べ収量の減少が見込まれておりますが、ホップ、葉たばこ、花卉

につきましては天候の影響は少なく、昨年並みの収量が見込まれております。引き

続き、関係機関と連携し必要な営農情報等を収集し、情報提供に努めてまいります。 

    新規就農支援につきましては、現在１名に対し町単独事業である｢親元就農給付金

事業｣により就農支援を行っております。また、給付金事業を終了した４名に対しま

しても、関係機関と連携し、営農状況などを確認しながら就農定着への支援を継続

しております。 

    今後におきましても、地域の中心経営体として活躍される支援を継続するととも
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に、事業の周知に努め、新しい農業の担い手の確保に努めてまいります。 

    小軽米地区圃場整備事業につきましては、７月に県と打合せを行い、８月には担

い手との意見交換会を開催し、事業実施に向け取組を進めているところでございま

す。 

    観光事業について申し上げます。広域連携事業として開催いたしました「森林ウ

オーキングｉｎ折爪岳」につきましては、高温対策のため開催時期を早めて６月２

２日に実施いたしました。軽米町観光ガイド協会の案内の下、自然と触れ合いなが

らのウオーキングと湧口倶楽部での体験イベントを満喫され、参加者からは複数回

の開催の要望もあり、大変好評いただいたところでございます。 

    軽米町商工会が主体となり実行委員会を組織して中心商店街で開催された「かる

まい夏まつり」は、初日の７月２６日に商店街イベントや商工会青年部によるフリ

ーマーケット、花火大会が行われ、２７日には中心商店街を会場に町内２団体と近

隣市町村９団体の計１１団体、約３１０名の踊り手が集まり、各地域の特色あるナ

ニャドヤラ流し踊りが華やかに披露されたところでございます。 

    今後も、軽米秋まつりや食フェスタｉｎかるまいの開催等、町商工会、関係団体

との連携を図りながら、にぎやかで活力のある町づくりに努めてまいります。 

    町道整備事業について申し上げます。継続事業のみそころ橋竹谷袋線ほか５路線

は、３路線の工事発注を終え、残る２路線についても発注準備を進めております。

また、山田１号線については、詳細設計、用地取得に向けて業務発注したところで

あり、早期完成に向け工事・設計の管理に努めてまいります。 

    道路、橋梁、河川の維持修繕については、おおむね工事発注が完了し、早期完成

に努め、引き続き適正な維持管理により通行の安全確保を図ってまいります。 

    老朽化対策については、長寿命化計画に基づく道路メンテナンス事業により、橋

梁の点検業務と補修のための設計及び補修工事について早期完成に向けて進めてお

ります。引き続き町道の適正な管理に努め、重要インフラ等の機能維持を図ってま

いります。 

    若者の移住定住に向けた取組について申し上げます。萩田地区の旧青少年ホーム

の跡地に計画している若者の移住定住に向けた住宅整備は、基本構想の策定等の業

務の発注を行ったところでございます。また、役場周辺の遊休地となっている町有

地については、活用のための調査業務の発注に向け準備を進めております。引き続

き、若者定住促進プロジェクトを中心に若者の移住定住に向けた取組を進めてまい

ります。 

    公共下水道事業について申し上げます。施設の維持管理に努めるとともに、処理

区内の下水道への接続率の向上、処理区以外の合併浄化槽の普及促進に努め、水質

汚濁の防止、生活環境の保全と公衆衛生の向上に努めてまいります。 
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    水道事業について申し上げます。老朽管更新事業につきましては、次年度以降の

布設替工事のための実施設計業務を発注したところであり、工事につきましては山

内大久保地区の配水管布設替工事の発注に向け準備を進めており、安全な水の安定

供給を図りながら効率的な事業運営に努めてまいります。 

    学校教育関係について申し上げます。町内の各小中学校においては夏休みを終え、

児童生徒が元気に登校し、新学期の活動を始めております。 

    中学校の部活動では、女子バレーボール部、女子ソフトテニス部、男子ソフトテ

ニス個人の部が二戸地区中学校総合体育大会を勝ち進み、県大会出場を果たしまし

た。その中で、女子バレーボール部は２年連続３回目の優勝を飾り、東北大会への

出場を果たしております。 

    また、軽米中学校出身の内澤明未さんがバレーボールＵ２１日本代表選手に選出

され、インドネシアで開催された女子世界選手権大会で「ベストリベロ賞」を獲得

するすばらしい活躍により、全日本チームの準優勝に大きく貢献されました。当町

出身者が国際大会での舞台で活躍していることは町にとりまして誇りであり、町民

の皆さんとともにその活躍をたたえたいと思います。 

    生涯学習関係について申し上げます。５月に開校した第５３期寿大学では、地域

を再発見する講座やイベント参加型講座を開催しております。 

    また、町民講座では文化協会が中心となり、いろいろな研修会や習い事教室など

が開催され、文化芸術に触れながら人生の豊かさを感じていただく機会となってお

ります。 

    小学生の音更町との相互訪問交流研修事業については、本年度１１名の児童が参

加し、音更町の児童たちとの交流を深めるとともに、両町の自然や歴史、文化など

を学ぶ機会となっております。 

    ８月１５日には「二十歳のつどい」を開催し、４７名の方が参加され、昨年度に

引き続きご家族の方々にも参加いただき、人生の節目となる二十歳の門出を祝福い

たしました。 

    生涯スポーツの振興につきましては、５月から６月にかけまして「芝桜スポーツ

フェスティバル」として、各スポーツ団体が１４大会を開催しております。 

    今後につきましては、「かるまい・スポーツ・フェスタ」として、各スポーツ団体

が開催する大会に協力し、支援してまいります。  

    以上をもちまして、政務報告とさせていただきます。 

    本定例会には、人事同意案２件、条例の一部改正に関する議案１件、財産の譲渡

に関する議案１件、一般会計ほか歳入歳出決算の認定に関する議案６件、一般会計

ほか補正予算に関する議案３件の合わせて１３件の議案を提案させていただきます。

議員の皆様方におかれましては、ご審議の上、全議案とも原案どおりご議決賜りま
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すようお願いを申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君） これで政務報告は終わりました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（松浦満雄君） これより本日の議事日程に入ります。 

    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１

１９条の規定によって、議長において４番、西舘徳松君、５番、江刺家静子君の両

名を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会期の決定 

〇議長（松浦満雄君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

    お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日より９

月１２日までの１２日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 異議なしと認めます。 

    よって、会期は本日より９月１２日までの１２日間に決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎同意案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（松浦満雄君）  日程第３、同意案第１号 教育委員会の教育長の任命に関し同意

を求めることについてを議題とします。 

    本件に関しては、久保智克君の一身上に関する事件であるので、久保智克君の退

場を求めます。 

             〔教育長 久保智克君退場〕 

〇議長（松浦満雄君） 議場の出入口を閉めます。 

             〔議場閉鎖〕 

〇議長（松浦満雄君） 同意案第１号の提案理由の説明を求めます。 

    町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  同意案第１号 教育委員会の教育長の任命に関し同意を求めるこ

とについての提案理由を申し上げます。 

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、軽米町大

字高家の久保智克氏を教育長に任命することについてご同意をいただきたく、ご提

案申し上げるものでございます。 

    本件は、７月３０日にご同意いただきました教育長の任命につきまして、再任す

ることとし、令和７年１０月２４日から令和１０年１０月２３日までの３年間の任



- 11 - 

命となるものであります。 

    久保智克氏は、昭和３６年９月のお生まれで、昭和５９年３月に岩手大学教育学

部を卒業後、同年４月に久慈市立大川目小学校教諭として着任されました。その後、

岩手大学教育学部附属小学校、盛岡市立緑が丘小学校の教諭を経て、平成１５年４

月から普代村、岩手町の教育委員会の事務局の指導主事として、また岩手県教育委

員会事務局教職員課では経営指導主事として務められております。平成２１年４月

には盛岡市立緑が丘小学校の副校長になられ、平成２３年４月に九戸村立伊保内小

学校の校長に就任されております。平成２６年４月からは岩手県教育委員会事務局

盛岡教育事務所の教務課長ほか、盛岡市教育委員会事務局学校教職員課長を務めら

れ、平成３０年４月に盛岡市立緑が丘小学校の校長に就任されております。その後、

令和２年４月には岩手県教育委員会事務局盛岡教育事務所長に就任され、令和４年

３月に退職されております。 

    退職後は、令和４年４月から公益財団法人盛岡市文化振興事業団盛岡市先人記念

館の館長を務められ、令和６年３月に退職されております。 

    久保智克氏は、その経歴が示すように、長年にわたって教育に携わり、教育現場、

教育行政に精通された方であり、これまでの教育者としての卓越した指導力と高い

識見及び高潔な人柄は誰もが認めるところであります。 

    ただいま申し上げましたとおり、教育について高い識見を持つ久保智克氏を教育

長として任命することについてご同意いただきますようお願いを申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

    次に、討論に入るわけですが、討論は省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 異議なしと認め、討論は省略します。 

    これから同意案第１号 教育委員会の教育長の任命に関し同意を求めることにつ

いてを採決します。 

    この採決は無記名投票で行います。 

    ただいまの表決権を有する出席議員は９人です。 

    次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、議長におい

て立会人に西舘徳松君、江刺家静子君の両名を指名します。 

    投票用紙を配ります。 



- 12 - 

             〔投票用紙配布〕 

〇議長（松浦満雄君）  念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反

対と記載願います。 

    投票用紙の配布漏れはありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 配布漏れなしと認めます。 

    投票箱を点検します。 

             〔投票箱点検〕 

〇議長（松浦満雄君） 異状なしと認めます。 

    重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しないもの及び賛否が明らかでない投票

は、会議規則第８４条の規定により否とみなします。 

    ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、

順番に投票願います。 

    事務局長に点呼を命じます。 

             〔１番から投  票〕 

〇議長（松浦満雄君） 投票漏れはありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 投票漏れなしと認めます。 

    投票を終わります。 

    開票を行います。西舘徳松君、江刺家静子君、開票の立会いをお願いいたします。  

             〔開  票〕 

〇議長（松浦満雄君） 投票の結果を報告いたします。 

    投票総数９票 

   そのうち 

    有効投票９票 

    無効投票０票です。 

   有効投票のうち 

    賛成９票 

    反対０票 

    白票０票 

    以上のとおり、賛成が全員です。 

    よって、同意案第１号 教育委員会の教育長の任命に関し同意を求めることにつ

いては、原案に同意することに決定しました。 

    議場の出入口を開きます。 

             〔議場開鎖〕 
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〇議長（松浦満雄君） 久保智克君の入場を許可します。 

             〔教育長 久保智克君入場〕 

〇議長（松浦満雄君） 議場の出入口を閉めます。 

             〔議場閉鎖〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎同意案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（松浦満雄君）  日程第４、同意案第２号 教育委員会の委員の任命に関し同意を

求めることについてを議題とします。 

    同意案第２号の提案理由の説明を求めます。 

    町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  同意案第２号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めること

についての提案理由を申し上げます。 

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、軽米町大

字小軽米の玉舘誠氏を教育委員に任命することについて、ご同意をいただきたくご

提案申し上げるものでございます。 

    玉舘誠氏は、昭和４７年４月のお生まれで、平成３年３月に岩手県立軽米高等学

校を卒業され、家業である林業を営みながら地域活動、学校支援等の活動に力を入

れておられます。地域においては平成５年４月より軽米町消防団に入団し、現在は

第２分団第４部班長として活動されております。 

    また、平成２８年度には軽米中学校ＰＴＡ副会長、翌２９年度から３年間は同校

ＰＴＡ会長及び軽米町ＰＴＡ連合会長を務められ、平成３０年から２年間は岩手県

ＰＴＡ連合会副会長を歴任されるなど、ＰＴＡ活動に大きく貢献されております。 

    現在は、軽米地域中高一貫教育協議会委員として軽米町の教育分野に指導・助言

いただいております。 

    玉舘誠氏は、学校教育、地域活動、スポーツの分野に深い理解をお持ちであり、

その高い識見と行動力は誰しもが認めるところであります。 

    ただいま申し上げましたとおり、学校教育、地域活動などに高い識見を持つ玉舘

氏を教育委員として任命することについてご同意いただきますようお願いを申し上

げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

    次に、討論に入るわけですが、討論は省略したいと思います。これにご異議あり
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ませんか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 異議なしと認め、討論は省略します。 

    これから同意案第２号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

てを採決します。 

    この採決は無記名投票で行います。 

    ただいまの表決権を有する出席議員は９人です。 

    次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、議長におい

て立会人に中村正志君、田村せつ君の両名を指名します。 

    投票用紙を配ります。 

             〔投票用紙配布〕 

〇議長（松浦満雄君）  念のために申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は

反対と記載願います。 

    投票用紙の配布漏れはありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 配布漏れなしと認めます。 

    投票箱を点検します。 

             〔投票箱点検〕 

〇議長（松浦満雄君） 異状なしと認めます。 

    重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しないもの及び賛否が明らかでない投票

は、会議規則第８４条の規定により否とみなします。 

    ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、

順番に投票願います。 

    事務局長に点呼を命じます。 

             〔１番から投  票〕 

〇議長（松浦満雄君） 投票漏れはありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 投票漏れなしと認めます。 

    投票を終わります。 

    開票を行います。中村正志君、田村せつ君、開票の立会いをお願いします。 

             〔開  票〕 

〇議長（松浦満雄君） 投票の結果を報告いたします。 

    投票総数９票 

   そのうち 

    有効投票９票 
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    無効投票０票です。 

   有効投票のうち 

    賛成９票 

    反対０票 

    白票０票 

    以上のとおり、賛成が全員です。 

    よって、同意案第２号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

ては、原案に同意することに決定しました。 

    議場の出入口を開きます。 

             〔議場開鎖〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１号から議案第１１号までの一括上程、説明、質疑、委員会付託 

〇議長（松浦満雄君）  日程第５、議案第１号 職員の育児休業等に関する条例等の一部

を改正する条例から日程第１５、議案第１１号  令和７年度軽米町下水道事業会計

補正予算（第２号）までの１１件を一括して議題といたします。 

    提案理由の説明を求めます。 

    議案第１号 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例及び議案第

２号 財産の譲渡に関し議決を求めることについての２件について、総務課長、日

山一則君。 

             〔総務課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課長（日山一則君） 議案第１号及び議案第２号の２件について提案理由をご説明

申し上げます。 

    最初に、議案第１号  職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例で

ございますが、本議案は地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、

育児を行う職員の仕事と家庭の両立支援の拡充及び子の年齢に応じた柔軟な働き方

の実現のため、職員の育児休業等に関する条例、軽米町職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

るものでございます。 

    主な改正内容は、部分休業について、突発的な子供の用事などにも対応できるよ

うに、これまでの１日２時間以内の制限に加え、１年につき１０日、時間換算で７

７時間３０分の範囲内で、１日の上限時間なく部分休業を取得できる新たな選択肢

を追加するものでございます。 

    また、職員の妊娠、出産等の申出があった際及び子が３歳に達する前の２回、両

立支援制度について個別に周知、意向確認を行うことが義務づけられ、職員が制度

を適切に利用できるようサポートするものでございます。 
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    これらの改正により、地方公務員がより多様な働き方を選択できるようになり、

育児と仕事の両立が図りやすくなることが期待されるものでございます。 

    その他、部分休業による給与の取扱い等について必要な改正を行うものでござい

ます。 

    次に、議案第２号の提案理由をご説明申し上げます。議案第２号は、財産を無償

で譲渡することに関し契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規

定により議会の議決をお願いするものでございます。 

    譲渡の目的は、役場庁舎前に設置している電気自動車（ＥＶ）用充電施設の円滑

及び安定的運用を図り、住民サービスの向上に資するためでございます。 

    譲渡する財産は、所在地が軽米町大字軽米第１０地割８５番地、種別は建物、細

目は電気自動車（ＥＶ）用充電施設、数量につきましては充電施設のうち急速充電

器、普通充電器及びＥＶマークを除く設備一式でございます。 

    譲渡の相手方は、東京都港区南２丁目１３番３４号、ＮＳＳ―Ⅱビル７階、株式

会社ｅ―Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒ代表取締役社長、幸加木英晃でございます。 

    これまでの設備は、町が設置し維持管理運営しておりましたが、充電器本体が耐

用年数を経過し更新時期を迎えているところ、既存設備の一部について無償譲渡す

ることにより、充電インフラの全国的な拡充を推進する譲渡先の株式会社ｅ―Ｍｏ

ｂｉｌｉｔｙ ＰｏｗｅｒにおいてＥＶ充電設備の更新工事を行い、その後の維持

管理運営についても同社において行うこととして協議を進めているものでございま

す。 

    議案第１号及び議案第２号について、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第３号  令和６年度軽米町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてから議案第６号 令和６年度軽米町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定についてまでの４件について、会計管理者、寺地隆之君。 

             〔会計管理者兼税務会計課長 寺地隆之君登壇〕 

〇会計管理者兼税務会計課長（寺地隆之君）  議案第３号  令和６年度軽米町一般会計歳

入歳出決算の認定についてから議案第６号  令和６年度軽米町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定についてまで、議案４件の提案理由をご説明申し上げます。 

    令和６年度におきまして議会の議決を賜りました予算に基づき事務事業を実施し

てまいりました。その予算の執行結果につきましては、別冊で作成しております令

和６年度軽米町一般会計・特別会計歳入歳出決算書のとおりでございます。 

    一般会計と特別会計の合計金額で総括をご説明申し上げます。決算書におきまし

ては１ページから２ページを見開きで御覧いただきまして、最下段の合計をご確認

いただきたいと思います。 
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    まず、歳入につきましては、１ページ、予算現額８６億１，４１１万８，０００

円、調定額８４億６，３１９万４，２８８円に対し、収入済額は８３億１，５６０

万５，９０９円でございます。 

    次に、歳出につきましては、２ページ、歳出決算額は支出済額に記載の７８億６，

４６０万７，２８７円となり、収入支出差引額は４億５，０９９万８，６２２円の

黒字となっております。 

    また、翌年度への繰越額は１億４，５４７万９，０００円でございます。 

    本議案につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、監査委員

の意見を付して議会の認定をお願いするものでございます。 

    各会計の決算概要につきましては、それぞれ担当課よりご説明申し上げます。 

    ご審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君） 議案第３号から議案第６号までの提案理由の説明が終わりました。 

    次に、議案第３号から議案第６号まで、それぞれの会計ごとの決算の概要につい

て説明を求めます。 

    議案第３号に係る令和６年度軽米町一般会計歳入歳出決算の概要について、総務

課長、日山一則君。 

             〔総務課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課長（日山一則君）  議案第３号に関連いたしまして、令和６年度軽米町一般会計

歳入歳出決算の概要について、お手元に配布しております議案第３号関係資料、令

和６年度軽米町一般会計決算の概要についてに沿ってご説明申し上げます。 

    初めに、歳入歳出決算総額でございますが、歳入総額が７１億５，３２１万７，

０００円、歳出総額が６７億４６７万８，０００円で、歳入から歳出を差し引いた

形式収支は４億４，８５３万９，０００円の黒字となり、翌年度に繰り越すべき財

源を差し引いた実質収支につきましては４億２，５４４万７，０００円の黒字とな

りました。 

    令和６年度の実質収支額から令和５年度の実質収支額を差し引いた単年度収支は

２億３５１万７，０００円の赤字となり、単年度収支額に財政調整基金積立金６万

９，０００円を加えた実質単年度収支につきましても２億３４４万８，０００円の

赤字となっております。 

    次に、歳入決算額でございますが、前年度と比較し８億７，９６２万２，０００

円の減となっております。自主財源である町税は１３億１，４６３万８，０００円

の決算額で、前年度と比較し８，７２５万６，０００円の減となりました。固定資

産税が６，３０３万９，０００円の減となったことが主な要因となっております。 

    分担金、負担金ほかその他の自主財源は、資料に記載のとおりでございます。 

    依存財源につきましては、地方交付税が３０億３６４万８，０００円の交付額と



- 18 - 

なり、前年度と比較して１億８，７３６万６，０００円の増となりました。 

    国庫支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が７，７３８万６，０

００円の増、障害者総合支援等給付費負担金が２，５２４万９，０００円の増とな

りましたが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が７，９２２万５，

０００円の皆減、道路メンテナンス事業費補助金が４，０３６万１，０００円の減、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金が２，８８７万１，０００

円の皆減などにより、国庫支出金全体で４，０５１万６，０００円の減となりまし

た。 

    県支出金は、参議院議員選挙執行経費市町村交付金が６３３万５，０００円の皆

増、衆議院議員選挙執行経費市町村負担金が６１８万６，０００円の皆増となりま

したが、強い農業づくり総合支援交付金が２億５，９２０万３，０００円の皆減な

どにより、県支出金全体で２億３，８６０万円の減となりました。 

    町債は、情報通信施設更新事業債が１億１，６００万円の皆増、保育施設改修事

業債が４，４７０万円の皆増となりましたが、文化交流センター整備事業債が７億

８，５４０万円の皆減、ライスセンター整備事業債が４，１２０万円の皆減となり、

町債全体で７億１３０万円の減となりました。 

    なお、歳入全体に占める自主財源比率は、前年度から２．０ポイント増の３２．

９％となっております。 

    次に、歳出決算額でございますが、前年度と比較して６億９，６１５万５，００

０円の減となっております。 

    投資的経費は５億２，４５５万４，０００円となり、前年度と比較し１０億９，

７０５万７，０００円の減となっております。普通建設事業の情報通信施設放送設

備更新工事が１億２，６３７万７，０００円の皆増となりましたが、ライスセンタ

ー整備に係る強い農業づくり総合支援交付金が３億４６万３，０００円の皆減、か

るまい文化交流センター整備事業が９億５，５１８万円の皆減となったことが主な

減要因となっております。 

    義務的経費は、２９億１，５３８万４，０００円と歳出全体の４３．５％を占め、

前年度と比較し１億２６万６，０００円の増となりました。 

    人件費は、退職金が１，２８８万１，０００円の減となりましたが、給与改定に

よる職員給及び会計年度任用職員報酬等の増により、人件費全体では８，６４８万

４，０００円の増となりました。 

    扶助費は、制度改正による児童手当が１，０９０万円の増、障害者総合支援法給

付費が１，００７万１，０００円の増となりましたが、電力・ガス・食料品等価格

高騰緊急支援給付金が３，２３１万円の皆減となり、扶助費全体で１，０３７万７，

０００円の減となりました。 



- 19 - 

    公債費は、平成２５年度借入れのデジタル防災行政無線整備事業に係る緊急防災

・減災事業債、平成１５年度借入れの臨時財政対策債の償還終了等がありましたが、

令和２年度借入れの公営住宅整備事業債、過疎対策事業債、臨時財政対策債の元金

償還開始により、公債費全体では２，４１５万９，０００円の増となりました。 

    その他の経費は、３２億６，４７４万円と歳出全体の４８．７％を占め、前年度

と比較し３億６３万６，０００円の増となりました。 

    物件費は、文書管理システム導入業務委託料が１，０８８万７，０００円の皆減、

新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るコールセンター、会場運営業務及び予

約システム運用委託料が９３０万９，０００円の皆減となりましたが、青少年ホー

ム解体撤去費が２，５７０万５，０００円の皆増、予防接種委託料が１，２２７万

２，０００円の増となるなど、物件費全体で９，７３０万５，０００円の増となり

ました。 

    補助費等は、軽米町配合飼料価格高騰対策支援金が１，５５９万円の皆減、軽米

町商工会補助金が１，３３０万円の減となりましたが、定額減税補足給付金が６，

６６０万円の皆増、下水道事業会計補助金が６，１６５万３，０００円の皆増、二

戸地区広域行政事務組合負担金が２，２７０万２，０００円の増となるなど、補助

費等全体で１億１６３万９，０００円の増となりました。 

    積立金は、公共施設等総合管理基金積立金が６，５００万円の増、企業版ふるさ

と納税基金積立金が３，６００万円の皆増となるなど、積立金全体で１億１，６５

２万５，０００円の増となりました。 

    繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金が５１７万２，０００円の増、後期高齢

者医療特別会計繰出金が４１２万２，０００円の増となりましたが、下水道事業特

別会計繰出金が７，６６０万円の皆減、介護保険特別会計繰出金が３８０万８，０

００円の減となり、繰出金全体で６，６５９万４，０００円の減となりました。 

    次に、主な財政指標についてご説明申し上げます。資料は、３ページの４、財政

状況を御覧願います。財政構造の弾力性の指標である経常収支比率につきましては、

見込みの数値ではありますが、９２．９％と前年度から３．０ポイントの増となっ

ております。 

    続きまして、資料の４ページを御覧願います。標準財政規模に対する公債費等の

割合を示す実質公債費比率は１０．６％となり、前年度から０．１ポイント減少し

ております。 

    基金残高につきましては表のとおりでございますが、財政調整基金と町債減債基

金、ふるさとづくり振興基金の主要３基金の合計で２６億５５５万６，０００円と

なり、前年度と比較しまして２億１，１５９万６，０００円の増となっております。  

    また、町債残高につきましては、前年度から４億１，１４６万９，０００円減の
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８７億８，１７９万２，０００円となっております。 

    以上で令和６年度軽米町一般会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。

ご審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第４号に係る令和６年度軽米町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の概要と議案第６号に係る令和６年度軽米町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の概要について、町民生活課長、輪達ひろか君。 

             〔町民生活課長 輪達ひろか君登壇〕 

〇町民生活課長（輪達ひろか君）  議案第４号 令和６年度軽米町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の概要についてご説明申し上げます。 

    資料につきましては、議案第４号関係資料、軽米町国民健康保険特別会計決算の

概要により説明申し上げます。 

    初めに、資料左側の歳入についてでございます。１款国民健康保険税の決算は１

億５，１８５万７，０００円で、前年度比較１，５８６万９，０００円の減となっ

ております。 

    ４款国庫支出金の決算は１０万７，０００円となっております。 

    ５款県支出金の決算額は７億４，５８７万７，０００円で、１７５万６，０００

円の増となりました。県支出金は、歳入全体の７２．６％を占めております。 

    ８款繰入金のうち一般会計等繰入金の決算額は９，５０５万２，０００円となり、

５１７万３，０００円の増となりました。内訳につきましては、資料右下記載の一

般会計等繰入金内訳のとおりでございます。 

    歳入総額１０億２，７１０万９，０００円となり、前年度比較で１，５０４万１，

０００円の増となりました。 

    次に、資料右側の歳出でございます。１款総務費の決算額は２，６８２万２，０

００円となり、４１８万５，０００円の増となりました。 

    ２款保険給付費の決算額は７億９４９万４，０００円で、１，０９７万４，００

０円の増となっております。 

    ３款事業費給付金の決算額は２億６，５５９万８，０００円で、４，２３７万円

の減となっております。 

    歳出総額は１０億２，４６６万１，０００円となり、前年度決算と比較しまして

１，５１９万６，０００円の増となりました。 

    以上が令和６年度軽米町国民健康保険特別会計決算の概要でございます。 

    続きまして、議案第６号  令和６年度軽米町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の概要についてご説明申し上げます。 

    資料につきましては、議案第６号関係資料によりご説明申し上げます。 

    資料左側の歳入でございます。１款後期高齢者医療保険料の決算額は８，１６６
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万２，０００円、前年度決算と比較して１，２２７万４，０００円の増となってお

ります。歳入の構成比率で６５．２％となっております。 

    ３款繰入金の決算額は、事務費繰入金が３４９万円、保険基盤安定繰入金が３，

９１５万４，０００円で、繰入金の総額が４，２６４万４，０００円となっており、

前年度決算との比較で４１２万２，０００円の増となっております。 

    ４款繰越金の決算額は１８万５，０００円となっております。 

    歳入総額は１億２，５３０万４，０００円となり、前年度決算と比較で１，５４

６万６，０００円の増となっております。 

    次に、資料右側の歳出でございます。１款総務費の決算額は３７８万５，０００

円、前年度決算との比較で２６万７，０００円の増となっております。 

    ２款後期高齢者医療広域連合納付金の決算額は１億２，０８５万２，０００円と

なり、１，５０１万１，０００円の増となっております。 

    ３款諸支出金の決算額は６５万８，０００円で、前年度決算と比較で３６万４，

０００円の増となっております。 

    歳出総額は１億２，５２９万５，０００円となり、前年度決算と比較で１，５６

４万２，０００円の増となります。 

    以上、令和６年度軽米町後期高齢者医療特別会計決算の概要でございます。 

    議案第４号及び議案第６号につきまして、ご審議の上、ご認定賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第５号に係る令和６年度軽米町介護保険特別会計歳入歳出決

算の概要について、健康福祉課長、竹澤泰司君。 

             〔健康福祉課長 竹澤泰司君登壇〕 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君）  議案第５号  令和６年度軽米町介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定について、お手元の議案第５号関係資料、令和６年度軽米町介護保険

特別会計決算説明資料によりご説明させていただきます。 

    歳入全体の決算額は９９７万５，０００円で、前年度と比較しまして３５６万２，

０００円の減となっております。この主な原因としましては、１款の介護給付費収

入の減及び３款繰入金の減が主な原因となっております。 

    次に、歳出全体の決算額は９９７万５，０００円で、前年度と比較しまして１２

万２，０００円の増となっております。施設管理費の増が主な要因となっておりま

す。 

    以上で議案第５号 令和６年度軽米町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてご説明させていただきました。ご審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第３号から議案第６号までの提案理由及び決算の概要説明が
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終わりました。 

    一般会計並びに各特別会計の決算の認定ですので、ここで代表監査委員から令和

６年度決算審査の意見をお願いします。 

    休憩します。 

午前１１時１４分 休憩 

――――――――――――― 

午前１１時２４分 再開 

〇議長（松浦満雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

    代表監査委員、日山充君。 

             〔代表監査委員 日山 充君登壇〕 

〇代表監査委員（日山  充君） 令和６年度軽米町一般会計及び各特別会計歳入歳出の決

算審査を総括しての所感や意見を申し上げます。 

    初めに、令和６年度の一般会計歳入歳出決算について申し上げます。令和６年度

の一般会計歳入歳出決算は、収入が７１億５，３２１万７，０００円で、前年度と

比較して８億７，９６２万２，０００円の減少、歳出は６７億４６７万８，０００

円と、前年度に比較して６億９，６１５万５，０００円の減少となっております。 

    歳入歳出の差引額は４億４，８５３万９，０００円であり、実質収支は４億２，

５４４万７，０００円の黒字となり、単年度収支については２億３５１万７，００

０円の赤字となっております。 

    次に、特別会計歳入歳出決算では、歳入が１１億６，２３８万９，０００円で、

前年度に比較して９，５４６万４，０００円の減少、歳出は１１億５，９９３万円

と、前年度に比較して８，２７２万３，０００円の減少となりました。 

    また、国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、歳入が１０億２，７１０万９，

０００円で、前年度に比較して１，５０４万１，０００円の増加、歳出は１０億２，

４６６万１，０００円と、前年度に比較して１，５１９万６，０００円の増加とな

っております。 

    一般会計からの繰入金は９，５０５万２，０００円となっており、そのうち法定

外繰入れはありませんでした。 

    続いて、基金について申し上げます。基金のうち主要３基金である財政調整基金

は６万９，０００円増加し、当年度末現在高は１６億５，２８７万３，０００円と

なっております。次に、町債減債基金は２億１，１５２万１，０００円増加し６億

１，７２６万４，０００円となり、またふるさとづくり振興基金は６，０００円増

加し３億３，５４１万９，０００円となっており、年度末主要３基金残高合計は前

年度に比べ２億１，１５９万６，０００円増額の２６億５５５万６，０００円とな

っております。 



- 23 - 

    財政健全化について申し上げます。財政健全化指標については、実質公債費比率

が１０．６％と、前年度の１０．７％から０．１ポイント減少しており、将来負担

比率は２０．５と、前年度の３６．６％から１６．１ポイント減少し、早期健全化

基準からの視点では、現時点では将来支払っていく債務負担の度合いについては良

好に推移していると思慮されます。 

    これまでも様々な行財政改革に取り組み、財政基盤の強化を進めてきており、令

和５年７月に新たにかるまい文化交流センターが完成しましたが、今後も老朽化し

た施設の改修や更新が必要であり、引き続き健全な財政運営に努める必要がありま

す。 

    さらには、全国的な社会問題となっている少子高齢化や人口減少対策など、様々

な課題や新たな行政需要の発生が生じております。ついては、将来にわたって持続

的で安定した行政サービスを提供していくためにも、引き続き財政の健全化と行政

運営に留意しながら努めていく必要があると思います。 

    収入未済額について申し上げます。町税の収入未済額のうち一般町税は９，３３

４万４，０００円となっており、前年度に比較して２６１万１，０００円増加して

おり、その主な要因は固定資産税が３１０万７，０００円増加したものであります。  

    国民健康保険税は４，４４６万１，０００円が未済となっており、前年度に比較

して２８２万４，０００円減少しております。 

    税外収入では５０２万円と、前年度に比較して１０３万３，０００円減少してお

ります。 

    令和６年度に実施した不納欠損処分については、一般町税は４１６万５，０００

円と前年度に比較して７３万１，０００円の増加、国民健康保険税は３７２万３，

０００円と前年度に比較して４万４，０００円減少しております。 

    さきにも申し上げましたとおり、収入未済全般においては現年度分で前年度に比

較して１３８万４，０００円の減少となっておりますが、滞納繰越分の収入未済額

は前年度に比較して２００万３，０００円増加となっております。今後とも適切な

債権管理と計画的に適宜対処し、解消に努めていただきたいと思います。 

    財政運営の厳しい折、自主財源となる町税等の収納業務の環境は厳しさを増して

いると思われますが、負担の公正、公平性及び町行政に対する信頼性の観点からも、

収入未済額の解消と新たな発生防止については引き続き強化して取り組んでいただ

きたいと思います。 

    行財政運営については、全体的に事務事業の執行は計画どおり進展されており、

おおむね適正に処理されておりますが、かるまい文化交流センターの償還のピーク

を今後迎えるとともに、全国的な傾向として過疎債の活用が減少することも懸念さ

れており、近い将来整備が見込まれる施設の整備を支障なく進めるためには、より
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一層の計画的な整備を検討していただきたいと思います。 

    人事管理の面に関しましては、定員適正化計画を大幅に下回っている職員数の中

で、事務事業の移管が行われてはいるものの、一部の職員の超過勤務時間が過剰と

なっている状況が見受けられます。平常時は問題なく行われている事務事業であっ

ても、不測の事態への対応については懸念される部分もあります。 

    近年の異常気象等により、いつ発生するか分からない災害に対処できるか懸念さ

れることから、速やかに関係部署間での具体的な役割分担などの検討を進めていた

だくよう要望いたします。 

    また、有資格者や特定の技能が必要な職種が多数存在しますが、特定の職員に過

度に依存している職場も見受けられることから、計画的な人材育成に努めてもらい

たいと思います。 

    最後になりますが、今回の決算審査を通じて各部署とも人材不足を課題としてい

ることから、これまで以上に人材の確保に努める必要があると感じましたが、その

ためには、民間企業の例を見るまでもなく、職員の待遇改善に努めていただくこと

を要望し、結びといたします。 

    以上で令和６年度軽米町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算審査における意見

及び所感といたします。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第７号  令和６年度軽米町水道事業会計決算の認定について

と議案第８号 令和６年度軽米町下水道事業会計決算の認定について、提案理由及

び決算の概要について説明を求めます。 

    地域整備課長併任水道事業所長、神久保恵蔵君。 

             〔地域整備課長併任水道事業所長 神久保恵蔵雄君登壇〕 

〇地域整備課長併任水道事業所長（神久保恵蔵君）  議案第７号、議案第８号の提案理由

をご説明いたします。 

    初めに、議案第７号  令和６年度軽米町水道事業会計決算の認定についての提案

理由について説明申し上げます。 

    地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度軽米町水道事業会計決

算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

    決算の認定について、決算書の事業報告書によりご説明申し上げます。８ページ

をお開きいただきたいと思います。令和６年度の水道事業の運営は、安全な水の安

定供給と健全な経営を目標に執行し、施設の維持管理と収入の確保に努めてまいり

ました。建設改良工事については、山口地区配水管布設替工事、軽米浄水場沈殿池

排泥弁駆動部更新工事、軽米浄水場自動給水ユニット更新工事及び晴高浄水場１号

取水井２号ポンプ更新工事を実施いたしました。 

    次に、財政の状況でございますが、収益的収支については、事業収益では３億３，
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２１２万３，５７０円となりました。事業費用では３億８８５万７５０円となりま

した。 

    以上の結果、損益収支において１，９１５万８，１３８円の当年度純利益となり、

前年度繰越利益剰余金を合算した１億９，０２１万１，６５３円が未処分利益剰余

金となりました。 

    資本的収支について、資本的収入では６，７２５万６，０００円となり、資本的

支出は２億２，６４９万９，０８２円となりました。 

    資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億５，９２４万３，０８２円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３８９万７，８８４円及び過年度分

損益勘定留保資金１億５，５３４万５，１９８円で補填したところでございます。 

    次に、給水の状況でございます。給水戸数は２，３９３戸で、給水量については

有収水量５６万５，６０６立方メートル、有収率６８．２％となりました。有収率

の低迷が続いていることから、今後は新たな漏水調査の手法も追加し、定期的な漏

水調査及び修理を行い、有収率の向上に努めてまいります。 

    なお、決算書類には決算報告書が１ページから２ページに、財務諸表が３ページ

から６ページに、決算の附属書類として事業報告書が８ページから１４ページ、そ

の他の書類が１５ページから２４ページに記載しておりますので、後ほどお目通し

いただければと思います。 

    以上、令和６年度軽米町水道事業会計決算の認定についての説明とさせていただ

きます。 

    続きまして、議案第８号  令和６年度軽米町下水道事業会計決算の認定について

の提案理由について説明申し上げます。 

    地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度軽米町下水道事業会計

決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

    決算の認定について、決算書の事業報告書によりご説明申し上げます。８ページ

をお開きいただきたいと思います。令和６年度の下水道事業の運営は、持続可能な

下水道事業を目標に執行し、公営企業会計の適用と施設の維持管理計画策定を実施

し、施設の維持管理に努めてまいりました。建設改良については、施設の機能診断

に基づく機能保全対策の実施を通じて既存施設の長寿命化を図り、将来を見通した

更新計画の策定を実施いたしました。 

    次に、財政の状況でございますが、収益的収支については、事業収益では１億５，

４９８万９，５８７円となりました。事業費用では１億４，４３５万６，３６８円

となりました。 

    以上の結果、損益収支において１，０７６万６，７７７円の当年度純利益となり、

未処分利益剰余金となりました。 
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    資本的収支については、資本的収入では６，５３６万６，０００円となり、資本

的支出は７，４６５万１，３４５円となりました。 

    資本的収入額が資本的支出額に不足する額９２８万５，３４５円は、当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額８４万３，３３２円及び当年度分損益勘定留

保資金８４４万２，０１３円で補填したところでございます。 

    次に、下水道の状況でございます。排水戸数は５６０戸で、使用者数は１，３５

２名、有収水量１１万８１立方メートル、有収率９９．９７％となりました。今後

は、使用者数の向上及び施設の長寿命化を目的とした改築更新により、経営状況の

改善を図ってまいります。 

    なお、決算書類には決算報告書が１ページから２ページに、財務諸表が３ページ

から６ページに、決算の附属書類として事業報告書が８ページから１４ページ、そ

の他の書類が１５ページから２２ページに記載されております。 

    以上、令和６年度軽米町下水道事業会計決算の認定についての説明とさせていた

だきます。 

    議案第７号、議案第８号につきまして、ご審議の上、認定賜りますよう、よろし

くお願いします。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第７号と議案第８号の提案理由及び決算の概要説明が終わり

ました。 

    ここで、代表監査委員から企業会計の令和６年度決算審査の意見をお願いいたし

ます。 

    代表監査委員、日山充君。 

             〔代表監査委員 日山 充君登壇〕 

〇代表監査委員（日山  充君） 令和６年度軽米町水道事業会計及び軽米町下水道事業会

計決算の審査を総括しての所感と意見を申し上げます。 

    初めに、水道事業会計について申し上げます。水道事業は、清浄にして豊富かつ

低廉な水を供給し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として

いますが、令和６年度の水道事業の運営について、安全な水の安定供給と健全な経

営を目標に執行し、水質事故等もなく、安全で良質な水の供給に努めてこられたと

認められます。 

    当年度は、前年度と比較して給水戸数はわずかに減少しており、給水区域内人口、

利用者である給水人口も減少しています。有収率は６８．２％で、前年度の７０．

６％より２．４ポイント低下となりました。これからも定期的な漏水調査及び設備

改修等を行い、有収率の向上に努めていただきたいと思います。 

    水道料金の収納状況ですが、現年度分と繰越分を合わせた収入未済額は８０５万

１，７３７円で、前年度８１２万２，１１５円に比較して７万３７８円減少し、収
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納率については９５．５５％となっており、前年度に比較し０．０１ポイント上昇

しております。今後においても、収入未済額の解消と新規発生の抑制については、

負担の公正、公平性及び水道事業に対する信頼性の観点からも厳正に対処していた

だきたいと思います。 

    当年度の減債積立金と未処分利益剰余金を合わせた利益剰余金は３億８，１２１

万１，６５３円となっています。当年度純利益は１，９１５万８，１３８円で、前

年度の３，１０８万９３２円と比較して１，１９２万２，７９４円減少しておりま

す。 

    当該年度におきまして、山口地区配水管布設替工事や浄水場の機械設備更新工事

など、水道施設の老朽化に伴う機能低下が解消されるとともに、安定供給の確保が

計画的に進められておりますが、残る老朽化している施設についてもできる限り早

期に維持更新されるよう努めていただきたいと思います。 

    また、人事面では専門性の高い業務に携わる職員の育成に努め、業務運営に支障

が生じることのないよう十分留意いただきたいと思います。 

    今後の水道事業の運営における懸念として、全国的な社会問題となっている人口

減少による給水人口や給水収益の減少、老朽化する水道施設の維持更新費の増加や

昨今の電気料金の高騰なども加わり、今後においても厳しさが増す経営環境が予想

されます。引き続き、広域連携の可能性を検討しながら、水道普及率の向上を図り

収益確保に努めるとともに、継続して経費の節減、事業の効率化を進め、健全で持

続可能な水道事業の運営を行うとともに、町民生活の維持向上に貢献されることを

要望します。 

    次に、下水道事業会計についてご報告いたします。下水道事業は、公衆衛生の向

上を図り、公共用水域の水質保全に資することを目的として平成１８年３月末から

供用を開始し、事業開始時より特別会計により運営されておりました。 

    その後、下水道経営は整備拡張の時代から維持管理の時代へと切り替わり、経費

内容の明確化や事業経営の効率化、保有資産の適正管理による計画的な経営が求め

られることに伴い、令和６年度から企業会計方式に移行しました。 

    その初年度である当年度は、処理戸数は５６０戸、処理人口は１，３５２人で、

有効水量は９９．９７％であります。 

    下水道使用料の収納状況ですが、収入未済額は５６万６，１４７円で、収納率は

９７．９９％となっております。当年度の利益剰余金は１，０７６万６，７７７円

であり、当年度純利益も同額となっております。 

    地方公営企業会計移行初年度に当たる当年度は純利益を計上しましたが、今後の

事業経営を行っていく上で、上水道の給水量が伸び悩んでいることから、下水道使

用料の増額は見込みにくい状況であります。 
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    今回明らかになった経営状況を基に、将来にわたって安定した経営を維持してい

くために、地方公営企業法の趣旨を踏まえ、中長期的な視点から下水道事業が抱え

る諸課題を着実に解決し、経営の健全化を推進するよう要望し、結びといたします。 

    以上で令和６年度軽米町水道事業会計及び下水道事業会計決算審査における意見

及び所感といたします。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第９号  令和７年度軽米町一般会計補正予算（第３号）につ

いて提案理由の説明を求めます。 

    総務課長、日山一則君。 

             〔総務課課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課長（日山一則君）  議案第９号  令和７年度軽米町一般会計補正予算（第３号）

の提案理由についてご説明申し上げます。 

    予算書を御覧ください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６，６６３

万２，０００円を追加し、歳入歳出それぞれ７３億８，０４６万５，０００円とす

るものでございます。 

    債務負担行為の補正につきましては、４ページ、第２表を御覧ください。コミュ

ニティバス運行業務委託事業ほか３件の公共交通事業及びスクールバス運行管理業

務委託事業について、いずれも期間を令和８年度から令和９年度と定め、同表のと

おり限度額を定めるものでございます。 

    ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君） 議案第１０号 令和７年度軽米町水道事業会計補正予算（第２号）

と議案第１１号  令和７年度軽米町下水道事業会計補正予算（第２号）の２件につ

いて提案理由の説明を求めます。 

    地域整備課長併任水道事業所長、神久保恵蔵君。 

             〔地域整備課課長併任水道事業所長 神久保恵蔵君登壇〕 

〇地域整備課長併任水道事業所長（神久保恵蔵君）  議案第１０号、議案第１１号の提案

理由を説明いたします。 

    初めに、議案第１０号 令和７年度軽米町水道事業会計補正予算（第２号）の提

案理由についてご説明申し上げます。 

    補正予算書１ページを御覧ください。第２条に掲げる収益的収入及び支出でござ

います。令和７年度予算第３条で定めた収益的収入及び支出の補正でございますが、

水道事業収益の営業外収益を２万１，０００円増額し、収益的収入の予定額を３億

２，３４４万３，０００円に、水道事業費用の営業外費用を２万８，０００円増額

し、収益的支出の予定額を３億２，２８１万１，０００円にするものであります。 

    また、第３条に掲げる資本的収入及び支出でございますが、令和７年度予算第４

条本文括弧書き中、不足する額２億７，４１７万８，０００円を不足する額２億７，
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４３６万６，０００円に改め、資本的支出の建設改良費を１８万８，０００円増額

し、資本的支出の予定額を３億３，２０８万４，０００円にするものであります。 

    第４条に掲げる他会計からのこの会計への補助でございますが、予算第８条に定

めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額８，４０４万８，０００円を８，４

６６万９，０００円に改めるものでございます。 

    これについては、水道事業費用の営業外費用では令和６年度借入分の利率が当初

の見込みより増となり、予算額に不足が生じたものでございます。 

    また、資本的支出の建設改良費については、管理用備品の購入の予算額に不足が

生じたものでございます。 

    以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

    続きまして、議案第１１号  令和７年度軽米町下水道事業会計補正予算（第２号）

の提案理由についてご説明申し上げます。 

    補正予算書１ページを御覧ください。第２条に掲げる資本的収入及び支出でござ

います。令和７年度予算第４条に定めた資本的収入及び支出でございますが、資本

的収入の補償金を１，５０５万９，０００円増額し、資本的収入の予定額を７，３

８５万９，０００円に、資本的支出の建設改良費を１，５０５万９，０００円増額

し、資本的支出の予定額を８，６８６万２，０００円にするものであります。 

    これは、県道二戸軽米線改良事業に伴って下水道管の移設のための設計業務費で

ございます。県の補償金により実施するものでございます。 

    以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

    議案第１０号及び議案第１１号につきまして、ご審議の上、ご議決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

    ただいま議題となっております議案１１件については、後ほど特別委員会を設置

し、これに付託して審査する予定でございますが、この際総括的な質疑を行います。

質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

    お諮りします。ただいま議題となっております議案１１件については、委員会条

例第５条第１項の規定によって、令和６年度軽米町一般会計歳入歳出決算等審査特

別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 異議なしと認めます。 

    よって、ただいま議題となっております議案１１件については、特別委員会を設
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置し、これに付託して審査することに決定しました。 

    お諮りします。ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第６条第４項の規定によって、議長を除く全員を指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 異議なしと認めます。 

    よって、特別委員会の委員は議長を除く全員を選任することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

〇議長（松浦満雄君） これで本日の日程は全部終了しました。 

    次の会議は、９月４日午前１０時からこの場で開きます。 

    本日はこれで散会します。 

（午前１１時５７分） 


